
ニューメディア米沢センター加入申込約款 

 

株式会社ニューメディア（以下「ＮＣＶ」という）と、ＮＣＶがニューメディア米沢センターよりサービスを

提供している区域（以下、「業務区域」という）においてＮＣＶが行うサービスの提供を受ける方（以下「加

入者」という）との間に締結される契約（以下「加入契約」という）は、次の事項によるものとします。  

第１条（ＮＣＶが行う業務） 

ＮＣＶは、業務区域内の加入者に次の業務を行います。 

１．自主放送テレビジョン番組を有線により放送する業務。 

２．ＮＣＶによる受信・再放送可能なテレビジョン放送及びＦＭ放送を有線により再放送する業

務。 

３．上記の付帯する業務。  

 

第２条（契約の単位） 

１．加入者は、加入者引込線１回線に１世帯（同一の住居及び生計を共にする者の集まり）ごと

とします。 

２．加入者引込線１回線で複数世帯が加入する場合、複数世帯を一括して団体加入とし、一

つの契約とすることもできます。  

 

第３条（契約の成立等） 

１．加入契約は、加入申込者があらかじめこの契約を承認のうえ、ＮＣＶ加入申込書に必要事

項を記載の上提出し、ＮＣＶがこれを承諾した時をもって成立します。 

２．ＮＣＶが加入者引込線を設置し、保守することが技術上困難な時には、加入申込契約を受

理しないことがあります。  

 

第４条（業務区域の提示、閲覧） 

１．ＮＣＶは、その業務区域について、ＮＣＶの事業所もしくはＮＣＶの指定する業者の事業所

に提示または閲覧に供するものとします。  

 

第５条（契約の有効期限及び最低利用期間について） 



１．契約の有効期限は、契約成立日から１年間とします。但し、契約期間満了の１０日前迄にＮ

ＣＶ、加入者いずれからも文書による意思表示が無い場合は、引続き１年間自動延長し、以後

も同様とします。 

２．本契約における最低利用期間はサービス開始翌月から１年間とします。  

 

第６条（加入金及び工事負担金等） 

１．加入者は、加入金及び工事負担金を別表１に定めるとおり支払うものとします。 

２．加入金とは第３条で成立した契約により、ＮＣＶの放送施設を利用する権利の負担金をいい、

原則として返戻しません。 

３．工事負担金とは、引込み・宅内工事費、セットトップボックス（ＳＴＢ）の取付・取外し費、及び

タップオフの取付・取外し費等をいいます。 

４．引込工事の範囲は，ＮＣＶのタップオフの出力端子から、加入者宅に設置される保安器ま

で、宅内工事の範囲は、保安器以降のＮＣＶを受信するための機器までとします。 

５．第３項の規定による工事に着手後、完了前に契約の解除又はその工事の取消もしくは変更

があった場合、加入者は施行済の工事部分及び現状に復旧するための工事について別に算

出した費用を支払うものとします。  

 

第７条（利用料について） 

1. １．加入者は、ＮＣＶのサービスの提供を受け始めた日の属する月の翌月から、この契約の解約を

申し出た日の属する月まで、別表２・３・４・５・６に基づく利用料をＮＣＶに月単位で支払うものとしま

す。 

２．落雷等、やむを得ない事由により、ＮＣＶが第１条に定めるサービスの提供が出来なかった場合

でも、原則として利用料の減額はいたしません。但し、月のうち継続して１０日以上にわたり全ての

サービスが出来なかった場合は、当該月分の利用料を無料とします。 

３．ＮＣＶは、社会情勢の変化に伴い、利用料の改定をすることができるものとし、その場合、ＮＣＶ

は加入者に１ヶ月前迄に通知します。 

４．ＮＣＶ利用料の中には、日本放送協会（以下「ＮＨＫ」という）の受信料は含みません。別途お支

払下さい。ただし、加入者からの申出があるときには、NHK 衛星契約受信料「団体一括支払い」を

適用することによって、加入者から割引された料金を徴収し、ＮＣＶが取りまとめて NHK に支払うこ

とができます。 

５．ＮＣＶは、加入金、工事負担金、利用料等を限定契約にて値引きすることがあります。  



 

第８条（有料チャンネル） 

１．有料チャンネルは、ＮＣＶが再放送するテレビジョン放送のうち、特に有料チャンネル（ペイ・

チャンネル）と指定したチャンネルを指します。 

２．このチャンネルの視聴は、ＮＣＶが設定するチャンネル毎、または複数チャンネルを１単位と

したセット毎に視聴申込手続きをするものとします。  

 

第９条（ホームターミナル） 

１．ＮＣＶは、「アナログコース」加入者に対するホームターミナル（以下「ＨＴ」という）の新規貸

与の受付を平成１８年８月３１日に終了しました。またＨＴを使用して視聴するアナログ放送サ

ービスが終了することに伴い、ＨＴおよびリモートコントローラ等の付属品の破損、故障に対す

る修理・交換の受付を平成２４年３月３１日に終了します。 

２．平成２４年４月１日以降、又は解約時に加入者はＮＣＶへＨＴを返還するものとし、その際に

は当社は加入者に保証金を従来規定にて返戻します。  

 

第１０条（セットトップボックス） 

１．ＮＣＶは、「デジタルコース」加入者に対し、セットトップボックス（以下ＳＴＢという）およびリモ

ートコントローラ等の付属品を別途定める「ＳＴＢ販売要項」に基づき販売、または別途定める

「ＳＴＢ貸借要項」に基づき貸与します。なお、付属のＢＳデジタル放送用ＩＣカード（以下Ｂ-ＣＡ

Ｓカードという）および専門チャンネル用ＩＣカード（以下 C-CAS カードという）の取扱いについ

ては、第２２条の規定によるものとします。 

２．前項により加入者がＮＣＶより購入したＳＴＢについては、その保証期間を別途定める「ＳＴＢ

販売要項」によるものとします。この保証期間内において故障が生じた場合には、ＮＣＶは無償

にてその修理、交換、その他必要な措置を講ずるものとします。ただし、加入者がＳＴＢを取扱

説明書及び利用の案内に従って使用しなかったときは、この限りではありません。なお、ＳＴＢ

用リモコンの破損、故障又は紛失した場合には、ＳＴＢ用リモコンを有償にて販売します。  

３．第１項により加入者がＮＣＶより貸与を受けるＳＴＢについては、故障が生じた場合、ＮＣＶは

無償にてその修理、交換、その他必要な措置を講ずるものとします。ただし、加入者が故意ま

たは過失によりＳＴＢを破損または紛失した場合には、加入者はＮＣＶのＳＴＢ販売価格相当分

を当社に支払うものとします。また、ＮＣＶが認める場合を除き、加入者はＳＴＢの交換を請求で

きません。 なお、ＳＴＢ用リモコンの破損、故障又は紛失した場合には、ＳＴＢ用リモコンを有償

にて販売します。 



４．第 1項によりＮＣＶよりＳＴＢの貸与を受ける加入者は、解約時に当社にＳＴＢを返還するもの

とします。  

５．加入者は、ＮＣＶが必要に応じて行うＳＴＢのバージョンアップ作業の実施に同意するものと

します。  

 

第１１条（利用料等の支払方法等） 

１．加入者は、第６、７、８、１０条に定める料金を表記支払方法により定められた期日までに遅

滞なく支払わなければなりません。 

２．加入者の料金の支払方法はＮＣＶ指定金融機関の口座振替とし、別に定める預金口座振

替依頼書の規定に基づき支払うものとします。 

３．加入者が、第６，７、８、１０条に定める料金を３ヶ月継続して支払い義務を怠った場合は、こ

の加入契約は解除となるものとします。尚、３ヶ月目口座振替時には所定の延滞手数料が加算

されます。 

４．ＮＣＶは、原則として加入者に対し、請求書及び領収証の発行を致しません。  

 

第１２条（施設の所有関係、責任及び免責事項等） 

１．本施設のうち、ＮＣＶの所有は放送センターからタップオフまでとし、加入者の所有は引込

線以降の全ての施設（但し、ＮＣＶが貸与するＳＴＢを除く）とします。 

尚、公設民営方式等により他者から施設を借り受ける場合で借り受ける施設が引込み線を含ま

ない場合は、その引込み線から加入者宅の責任分解点（ONU等）までの区間は、NCVの所有

とします。 

２．加入者は、移設・増設工事等施設を変更する場合は、ＮＣＶに申し出るものとし、その費用

は加入者の負担とします。また、ＮＣＶのサービスを提供するために必要とする施設の設置工

事は、全てＮＣＶ又はＮＣＶの指定する業者が行います。 

３．ＮＣＶは放送センターから保安器までの施設について、維持責任管理を行います。 

４．ＮＣＶのサービス提供後、保安器の出力以降の加入者の施設及び受信機等に起因する事

故を生じた場合があっても、ＮＣＶはその責任を負わないこととします。 

５．施設には保安処置が設けられていますが、落雷等により加入者の受信機等が破損した場

合、ＮＣＶの責任外とします。 

６．加入者は、加入者の施設の設置について、あらかじめ地主・家主・その他利害関係者の承

諾を得ておくこととし、後日苦情が発生した場合は加入者が処理し、ＮＣＶは責任を負いません。 

７．加入者は、ＮＣＶが施設管理の上で必要となる点検等により、サービスの一時停止をするこ

とがあることを、あらかじめ承認します。 



８．ＮＣＶの施設が、天災・事故等のＮＣＶの責任外事由により業務停止した場合、加入者はＮ

ＣＶの責任を問わないものとします。 

９．ＮＣＶはやむをえぬ事情により放送内容を変更、中断及び中止することができます。尚、そ

れに伴う損害賠償等の請求には応じません。 

１０．ＮＣＶの貸与・販売する機器（ＳＴＢなど）について、録画予約機能など加入者が個別に設

定を行える機能に対してＮＣＶはその責任を負わないこととします。また、故障などによる機器

の交換作業などで、それらの機能の補償に対しＮＣＶはその責任を負わないこととします。  

 

第１３条（便宜の提供） 

１．加入者は、ＮＣＶまたはＮＣＶの指定する業者が施設の検査・修理を行うため、加入者の敷

地・家屋・構築物等への出入りについて協力を求めた場合は、これに便宜を提供するものとし

ます。  

 

第１４条（端末設備の接続の報告） 

１．加入者は、端末設備を接続したときは、ＮＣＶの検査を受け、その変更接続がＮＣＶ技術基

準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはなりません。 

２．ＮＣＶは、端末設備に異常があり、サービスの円滑な提供に支障が有る場合において必要

と認めるときは、加入者に対し、その端末設備の接続がＮＣＶの技術基準に適合するかどうか

の検査を受けることを求めることができます。この場合、加入者は正当な理由がある場合を除き、

その請求を拒んではならないこととします。  

 

第１５条（故 障） 

１．ＮＣＶまたはＮＣＶの指定する業者は、加入者からＮＣＶの提供するサービスの受信に異常

がある旨申し出があった場合は、速やかにこれを調査し必要な処置を講じます。 

２．加入者は、ＮＣＶの提供するサービスの受信に異常をきたしている原因が加入者の施設に

よる場合は、その施設の修復に要する費用（出張料含む）を負担するものとします。 

３．加入者は、加入者の故意または過失によりＮＣＶの施設（ＳＴＢを含む）に故障及び紛失が

生じた場合は、その修復に要する費用を負担するものとします。  

 

第１６条（一時休止等） 



１．加入者はＮＣＶのサービスの一時休止またはその再開を希望する場合は、事前にＮＣＶ所

定の文書により、ＮＣＶにその旨を申し出るものとします。この場合は、一時休止を申し出た日

の属する翌月から、再開した日の属する月までの期間の利用料は第１１条の規定に関わらず

無料とします。 

２．加入者は、前項の規定によるＮＣＶのサービスの提供の再開を希望する場合は、別表７の

再開手数料をＮＣＶへ支払うものとします。 

３．一時休止の期間は最長１年間とし、ＳＴＢを使用している加入者は、速やかに返還することと

します。  

 

第１７条（設置場所の変更等） 

１．加入者は、当業務区域内に限り、テレビジョン受像機及び受信機の設置場所を変更するこ

とができます。 

２．加入者は、前項の規定により加入者の施設の設置場所を変更しようとする場合は、ＮＣＶに

その旨を申し出るものとしその変更の費用は加入者の負担とします。 

３．建物の増改築、建替等により、一時停止、あるいは新たな引込工事が必要となった時は、

加入者がその費用を負担します。  

 

第１８条（名義変更） 

１．つぎの場合、加入者はＮＣＶの承認を得て名義を変更することができます。 

（１）相続または法人の合併の場合。 

（２）新加入者が、旧加入者の加入契約に定められた施設の設置場所において、ＮＣＶのサー

ビスの提供を受けることについての旧加入者の権利義務を継承する場合。 

（３）その他、ＮＣＶが認めた場合。  

２．前項の規定により名義を変更しようとするときは、新加入者はＮＣＶに別表７の名義変更手

数料を添えて申し出るものとします。  

 

第１９条（加入契約の解除） 

１．加入者は、加入契約を解除しようとする場合、解除を希望する日の１０日前迄にＮＣＶ所定

の文書により、ＮＣＶにその旨を申し出るものとします。なお、利用料はその希望する日の属す

る月の月末まで支払うこととします。 

２．加入者が、社団法人日本ケーブルテレビ連盟の「加入者相互受入制度」を活用できる地域

にて利用を希望する場合は、加入金免除となる「加入済証」を発行します。 



３．解約による当社施設の撤去で、加入者が所有・占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を要

する場合又は引込線を撤去する場合、加入者はその復旧費用を負担します。 

４．電力・電話の無電柱化等、ＮＣＶ、加入者のいずれの責にも帰することのできない事由によ

りＮＣＶ施設の変更を余儀なくされ、かつＮＣＶ施設の代替構築が困難な場合、ＮＣＶは加入者

にあらかじめ理由を説明の上、加入契約を解除できるものとします。  

 

第２０条（利用料の精算） 

１．加入契約が解除になった場合において、すでに支払われた利用料に過払額がある場合、

これを返戻します。この場合は、前納額を支払った加入者の未経過期間に対して返戻する過

払額は、前納支払額から経過期間に対する前納月額計算による利用料額を差し引いた残額と

します。 

２．加入契約が解除になった場合において、利用料に未払い額がある場合、加入者は速やか

に支払うものとします。 

３．第７、８、１０条の定める利用料額が改定になった場合、加入者は改定日の属する月よりそ

の改定利用料をＮＣＶに支払うものとします。ただし、前納額を支払った加入者の未経過期間

については、これを据え置くものとします。  

 

第２１条（加入者の義務違反による停止及び契約解除） 

１．ＮＣＶは、加入者がこの約款に定める料金の支払い義務を怠った場合、その他この約款に

違反したと認められる場合は、加入者に催告の上、又は加入者の都合により当社から加入者

に対する催告が到達しない場合は通知催告なしに、ＮＣＶのサービスを停止し、加入契約を解

除することができるものとします。なお、解除の際、加入者はＮＣＶが契約の解除を催告した日

の属する月までの利用料金を含んだ未払の料金を支払う義務を負います。また、ＮＣＶが貸与

しているＳＴＢを使用している場合は、速やかに返還するものとします。 

２．加入者は、前項によりＮＣＶのサービスの提供を停止され、解約となった場合、ただちにこの

加入契約による全ての権利を失うものとします。  

 

第２２条（Ｂ－ＣＡＳカード、Ｃ－ＣＡＳカードの取り扱いについて） 

１．「Ｂ－ＣＡＳカード」に関する取扱いについては、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセ

スシステムズの『Ｂ－ＣＡＳカード使用許諾契約約款』に定めるところによります。 

２．Ｃ－ＣＡＳカードを必要とするＳＴＢを利用する場合、ＳＴＢの購入、貸与の別にかかわらず、

ＮＣＶは加入者にＳＴＢ１台に付き１枚の C-CAS カードを貸与します。なお、ＳＴＢの解約または



契約が解除されたときは、加入者はすみやかに C-CAS カードをＮＣＶに返却しなければなりま

せん。また、ＮＣＶは必要に応じて加入者に C-CAS カードの交換および返却を請求することが

できるものとします。  

３． C-CAS カードはＮＣＶに帰属し、ＮＣＶは加入者がＮＣＶの手配による以外のデータ追加

および変更ならびに改ざんすることを禁止します。それらが行われたことによるＮＣＶおよび第

三者が被る損害・逸失利益については、加入者が賠償しなければなりません。  

４．加入者が故意または過失により C-CAS カードを破損または紛失した場合には、加入者は

その損害分をＮＣＶに支払うものとします。  

５．ＮＣＶは、C-CAS カードを再発行することが適当と認めた場合に限り、C-CAS カードの

再発行を行うものとします。この場合、加入者は別表７に定める C-CAS カード再発行手数

料を払うものとします。 

 

第２３条（加入者個人情報の取扱い)  

１．ＮＣＶは加入者の個人情報について、ＮＣＶが定める「個人情報保護方針」に基づいて適正

に取り扱うものとします。 

２．加入者の個人情報の取り扱いについて必要な事項は、ＮＣＶが定める「個人情報の取り扱

い」において公表するものとします。  

 

第２４条（管轄裁判所)  

本契約に関する訴訟については、ＮＣＶの所在地を管轄する裁判所をもって第一審の専属的

合意管轄裁判所とします。 

 

第２５条（通知方法に関する特則)  

１．この約款において、ＮＣＶから加入者に対して通知を行うことが定められている場合、ＮＣＶ

が、加入者からＮＣＶに届け出られた住所に対して当該通知を送付したならば、加入者がその

通知の受取りを拒絶し若しくは受取りを怠り、又は加入者の所在が不明となったこと等により当

該通知が加入者に到達しなかった場合であっても、当該通知の送付日から３日間が経過する

ことにより、あたかも当該通知が加入者に到達したものとみなすことができるものとします。 

 

第２６条（定めなき事項） 



この規約に定めなき事項、あるいは疑問が生じた事項は、ＮＣＶと加入者が誠意を持って協議

の上、解決にあたるものとします。  

 

第２７条（約款の改定） 

１．ＮＣＶはこの約款を、総務大臣に届け出た上、改訂することがあります。 その場合、利

用料その他のＮＣＶのサービスの提供条件は変更後の約款によります。 

２．ＮＣＶが別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。 

 

付  則 

（１）ＮＣＶは特に必要があるときは、本約款に特約を賦することができるものとします。 

（２）この約款は、平成２４年４月１日から施行します。  

（３）この変更約款は、平成２６年４月１日から施行します。  

 

ＮＣＶＮＣＶＮＣＶＮＣＶ    株式会社ニューメディア株式会社ニューメディア株式会社ニューメディア株式会社ニューメディア    米沢センター米沢センター米沢センター米沢センター 

〒９９２－００４４ 山形県米沢市春日４－２－７５ ＴＥＬ ０２３８－２４－２５２５ 

 

 



株式会社ニューメディア 米沢センター料金表 

別表１（加入金及び工事費等） 

種  類 料 金 摘  要 

加入金 30,000円（税込 32,400円）   

引込工事費 20,000円(税込 21,600円) 40ｍ以内の場合、それ以上実費  

宅内工事費 実  費    

ＳＴＢ 

取付、取外手数料 
5,000円(税込 5,400円) 

上記工事と同時の場合は 

3,000円(税込 3,240円) 

タップオフ接続、取外手数料 3,000円(税込 3,240円) 停波、再開とも各１回につき 

 

別表２（一般加入利用料） 

種  類 利用料／月 摘  要 

 シンプルコース  2,000円(税込 2,160円)  ＳＴＢについては別途販売又は貸与  

シンプル光コース 2,500円(税込 2,700円) 

米沢市・川西町（自治体）整備エリアでの

み提供 

 ＳＴＢについては別途販売又は貸与 

 バリューコース 3,000円(税込 3,240円)  ＳＴＢについては別途販売又は貸与  

 スーパーバリューコース 4,0000円(税込 4,320円)  ＳＴＢについては別途販売又は貸与  

 



別表３（集合住宅一括利用料積算表） ※全戸加入限定（団体加入） 

種  類 利用料/月 摘  要 

２部屋 2,000円(税込 2,160円) 

３部屋 3,000円(税込 3,240円) 

４部屋 3,000円(税込 3,240円) 

５部屋 3,000円(税込 3,240円) 

マンション及び 

一般アパート 

６部屋

以上

500円(税込 540円) 

 × 部屋数 

 

旅館及びホテル 
2,000円(税込 2,160円) 

＋ 200円(税込 216円)×部屋数 

米沢市・川西町（自治体）整備エリア

は 500円(税込 540円)加算 

病院施設 
2,000円(税込 2,160円) 

＋ 100円(税込 108円)×部屋数 

米沢市・川西町（自治体）整備エリア

は 500円(税込 540円)加算 

 

別表４（営業目的用利用料積算表） ※営業用目的加入限定 

種  類 利用料／月  摘  要 

最初の１台 2,000円(税込 2,160円) 以降、以下の欄の積算額を加算 

２台目以降受信機 

１台ごと加算額 
500円(税込 540円)   

 

別表５（サービス追加利用料） ※別表２，３，４のいずれかの契約が必要です 

種  類 月額追加利用料／台  摘  要 

バリューコース 1,000円(税込 1,080円) ＳＴＢについては別途販売又は貸与 

スーパーバリューコース 2,000円(税込 2,160円) ＳＴＢについては別途販売又は貸与 

 



別表６（有料チャンネル利用料） ※別表２又は別表５の契約が必要です 

種  類 利用料／月  摘  要 

ＷＯＷＯＷ 2,300円(税込 2,484円) ３ｃｈセット 

スター・チャンネル 2,000円(税込 2,160円) ３ｃｈセット 

Ｊ ＳＰＯＲＴＳ ４ 1,300円(税込 1,404円)  

Ｖ☆パラダイス 700円(税込 756円)  

東映チャンネル 1,500円(税込 1,620円)  

衛星劇場 1,800円(税込 1,944円)  

ＡＴ－Ｘ 1,800円(税込 1,944円)  

テレ朝チャンネル１ 600円(税込 648円)  

フジテレビＯＮＥ・ＴＷＯ 1,000円(税込 1,080円) ２ｃｈセット 

グリーンチャンネル 1,200円(税込 1,296円) ２ｃｈセット 

プレーボーイチャンネル 2,300円(税込 2,484円) 

チャンネル・ルビー 2,300円(税込 2,484円) 

２ｃｈセット割 

2,500円(税込 2,700円) 

レインボー・チャンネル 2,300円(税込 2,484円) 

ミッドナイトブルー 2,300円(税込 2,484円) 

２ｃｈセット割 

2,700円(税込 2,916円) 

 

別表７（その他、手数料等） 

種  類 料金 摘  要 

名義変更手数料 1,000円(税込 1,080円)   

再開手数料 3,000円(税込 3,240円) タップオフ接続含む 

延滞手数料 400円(税込 432円) 利用料振替不能１回につき 

B-CAS カード再発行手数料 1,500円(税込 1,620円)   

C-CAS カード再発行手数料 1,500円(税込 1,620円)   

ＳＴＢ持込品の登録手数料 3,000円(税込 3,240円) ＣＡＳカード発行手数料を含む 

 



放送サービス基本契約約款　料金表放送サービス基本契約約款　料金表放送サービス基本契約約款　料金表放送サービス基本契約約款　料金表

株式会社ニューメディア　米沢センター　契約約款事項書株式会社ニューメディア　米沢センター　契約約款事項書株式会社ニューメディア　米沢センター　契約約款事項書株式会社ニューメディア　米沢センター　契約約款事項書

地上デジタル放送受信のためのベーシックサービス地上デジタル放送受信のためのベーシックサービス地上デジタル放送受信のためのベーシックサービス地上デジタル放送受信のためのベーシックサービス

料金表料金表料金表料金表
1.　加入料1.　加入料1.　加入料1.　加入料

項目 金額 適用
加入料 30,000円(税込32,400円)

2.　一般加入利用料（月額）2.　一般加入利用料（月額）2.　一般加入利用料（月額）2.　一般加入利用料（月額）
項目 金額 適用

シンプルコース（TV基本料　施設利用料） 2,000円(税込2,160円)
シンプル光コース（TV基本料 施設利用料） 　2,500円(税込2,700円) 　米沢市・川西町(自治体)整備光エリアでのみ提供

3.　工事費3.　工事費3.　工事費3.　工事費
項目 金額 適用

引込工事費 20,000円(税込21,600円) 　40m以内の場合、それ以上実費
宅内工事費 実費

4.　セットトップボックス料金　　4.　セットトップボックス料金　　4.　セットトップボックス料金　　4.　セットトップボックス料金　　
項目 金額 適用

販売価格　（STBを購入する場合1台につき） 13,810円(税込14,914円)～ 　地上波以外のチャンネルを契約・視聴の場合に必要
月額利用料　（STBをレンタルする場合1台につき） 1,000円(税込1,080円) 　地上波以外のチャンネルを契約・視聴の場合に必要


